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７  会議の概要  

委員長    ただいまから、令和元年１２月定例会の総務

文教委員会を開会いたします。  

審査に先立ち、委員会記録署名委員に久保委

員、有澤委員を指名いたします。  

当委員会に付託されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります委員会審査順序のとおり行う予定で

あります。 

監査委員事務局所管分において、本委員会に

付託された議案及び議決不要の報告案件はあ

りませんので、この際、何か質問はありませ

んか。 

村石委員   監査委員が監査をされた結果報告を見させて

もらっているのですけれども、いろいろな部

や課で指摘事項として同じような内容のもの

が指摘されているのです。監査委員の指摘は、

所管の所属にだけ報告されているのか、他の

部局にもこういう指摘がありましたというこ

とが報告されているのかお聞かせください。  

監査委員事務局次長 基本的に監査を行った部署に対して直接指摘

を行って、その後、年間を通してよくある間

違い、同じような指摘が何件もあった場合に
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は、今年度はこういった間違いが多かったと

いうことで、３月末あるいは４月当初に職員

に気をつけてくださいということを職員のポ

ータルサイトで周知徹底し、お願いしており

ます。 

村石委員   職員の給与に関して、超過勤務手当の割合な

ども結構間違っていたり、あるいは備品の管

理についてもそれぞれの職場で違っていたり

するということで、何回も指摘事項に出てい

るのになかなか直らないというのが実態だと

思うのです。監査のための監査ではなくて、

各部局  課や係もそうですけれども、次にそ

ういう指摘をされないようにしていくべきだ

と思うのです。  

そのための監査だと思うので、もっと職員が

監査の内容を受けとめて改善できるような方

法を考えてはどうかと思うのですが、どうで

しょうか。 

監査委員事務局長 今御意見をいただいたことについては本当に

そのとおりでありまして、監査をする時点に

おいて、事前にそれぞれの所管の所属に入っ

て、いろいろな書類等を見させていただくこ

とからまず始まるのです。その中で同じよう

な間違いがあるということも事実なのですね。 
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よく指摘等があるところとしましては、先ほ

ど言われた超過勤務手当や週休日の振りかえ

で、それらについての指摘がかなり散見され

るところです。これについては間違いが大変

多いということもありまして、今年度は実施

しませんでしたけれども、昨年度は、次長会

議の席を通じて、こういうような誤りが多い

ということを、具体的な例を交えながらお示

しして、周知してきたところでございます。  

加えて、先ほど次長も申しましたけれども、

年度末から年度当初にかけて、こういうよう

な指摘をしましたということを職員ポータル

等に掲載して皆さんに周知をしているのです

が、やはりそれ以上のことが必要になってき

ているというふうにも思っております。 

過ちをその部局だけではなくて全体で共有で

きるようにするには、どのような方法がいい

のかということも、また少し考えていかなけ

ればいけないと思っております。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 
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以上で、総務文教委員会監査委員事務局所管

分を終了いたします。 

午前１０時０６分休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時１１分再開  

委員長    これより、総務文教委員会選挙管理委員会事

務局所管分に入ります。 

本委員会に付託された議案及び議決不要の報

告案件はありませんので、この際、何か質問

はありませんか。  

久保委員   お伺いしたいのですが、先日、１２月１７日

に富山県選挙管理委員会は、本年４月に行わ

れた県議会議員選挙の選挙運動に関する収支

報告書の要旨について公表されました。 

私たちも市議会議員選挙で同様に、市の選挙

管理委員会に選挙運動に関する収支報告書を

提出していますが、この選挙運動に関する収

支報告書を提出する目的というのは一体どう

いうものなのか御説明ください。  

選挙管理委員会 収支報告書の趣旨について申し上げたいと思 

事務局次長  います。  

各選挙における選挙運動には、選挙運動費用
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の法定最高額が設けられております。  

それに付随いたしまして、公職選挙法第１８

９条に公職の候補者の選挙運動に関する収入

及び支出の報告書の提出について定められて

いるところでございます。  

第１８９条の趣旨を読ませていただきますと、

この収支報告書の提出につきまして、本条は

選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提

出義務を出納責任者に課した規定であって、

候補者の選挙運動に関し、いかなる寄附を受

け、またいかなる収入があったのか、さらに

いかなる支出をしたかを報告せしめるととも

に、これを公表し、選挙の公正を確保しよう

とする趣旨から設けられたものである、とさ

れております。  

久保委員   後援会、政治団体も政治資金規正法で政治資

金の収支が公開されているわけです。  

これにより、議員ないし候補者、その政治団

体がどのような活動をしていて、どのような

収入を得ているのかというようなところが、

市民の方にも県民の方にもよくわかるように

なるわけです。  

もしも、この収支報告書に記載すべき事項が

記載されていなかった場合、罰則というもの

はあるのでしょうか。 
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選挙管理委員会 収支報告書に記載されていない場合というこ  

事務局次長  とにつきましては、まず、公職選挙法第１８

９条第３項で、この報告書には、真実の記載

がなされていることを誓う旨の文書を添えな

ければならないとされており、皆さん御承知

だと思いますが、収支報告書の末尾のところ

には、これは真実であるということを出納責

任者が宣誓したものを提出いただいていると

いうことが大前提でございます。  

この報告書の提出を怠り、あるいはこれに虚

偽の記入をされたものにつきましては、出納

責任者には罰則の規定があるというふうに承

知しております。  

久保委員   私も少し勉強してみまして、出納責任者から、

場合によっては候補者の当選が無効になる可

能性があると、条文を読む限りはそういうふ

うに私は解釈しているのですが、議員になる

ためには、当然私たちは選挙の洗礼を受けな

いといけないわけです。 

その選挙には公職選挙法というルールがあっ

て、そのルールを遵守することは議員を志す

上でまず最初の第一歩だというふうに思って

います。 

自動車の運転免許を持ちながら、重大な違反

を犯して、道路交通法を知らなかったという
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理由が通らないように、私たちも議員となっ

てバッジをつけている以上は、選挙に立候補

する以上は、そういった言いわけは通用しな

いと思います。  

一部、どうしても解釈の違いであったりとか

事務的なミスというものはあり得るとは思い

ますが、選挙費用について記載しないような

重大な過失と言わざるを得ないようなルール

違反を複数行っている議員は、その事実が明

確になれば、私は司法の判断を仰ぐ前に辞任

をしなければいけないぐらいだと思っていま

す。  

そうでなければ、真面目に選挙に向き合って

落選した候補者にも示しがつきませんし、信

じて投票してくれた有権者全てを欺く行為で

あると思うからです。 

私はそれぐらいの覚悟で選挙に臨んで、収支

報告書についても出納責任者と真実を確認し

ながら提出しています。 

市の選挙管理委員会においては、今後の選挙

においても公平・公正な選挙となるように、

法令遵守を徹底していっていただきたいとい

うふうに思いますので、それに向けて、局長

から意気込みをお願いします。  
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選挙管理委員会 公職選挙法に定められている条文、内容は当  

事務局長   然守られるべきものであります。 

また、それが守られているかどうかを判断す

るのは私どもではありませんが、当然、何か

お尋ねがあればお答えはできますし、私ども

も公職の候補者の方々と一緒に、今後も努め

ていきたいと思います。 

村石委員   先ほどの分科会でお尋ねした職員の超過勤務

のことに関係するのですけれども、ことし４

月から８月ごろまでで超過勤務が一番多かっ

た人の月当たりの時間数と、平均の超過勤務

時間数を教えていただきたいと思います。 

選挙管理委員会 直近の県議会議員選挙、それから参議院議員 

事務局次長  選挙があった中で、こちらでまとめたものを

申し上げます。  

まず県議会議員選挙分につきましては、平成

３０年度と平成３１年度にかけてでございま

すが、平成３０年度の３月で申し上げますと、

４人で６５６時間、１人当たりにしますと１

６４時間でございました。  

本年４月に至りましては、県議会議員選挙が

４月の初めのほうに行われたという関係もご

ざいまして、４人で３１０時間、１人当たり

７７．５時間というような形でございます。  
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それと、参議院議員選挙における事務局職員

４人の超過勤務の実態でございますが、これ

につきましては、当初、期日がいつになるか

定かではなく、このころには行われるだろう

というような想定の中で右往左往していたと

ころもあるわけでございまして、６月、７月

の実態で申し上げますと、６月につきまして

は４人で３０８時間、１人当たり７７時間で

す。それから７月につきましては計４４６時

間で１人当たり１１１．５時間です。  

７月の状況といたしましては、連休の関係が

ございます。参議院議員選挙につきましては、

期日前投票の対応の日が１６日間と長い期間

でした。不測の事態ということもございます

ので、全員で待機というような体制をとって

いた関係もございまして、連休といった要因

で超過勤務時間が増えているということも御

考慮いただきたいと考えてございます。 

村石委員   平成３１年３月は４人で６５６時間、１人当

たり平均１６４時間ということですけれども、

これは選挙管理委員会事務局の職員の超過勤

務をなるべく減らすために、いろいろな工夫、

対応をした上でこれだけだったということで

しょうか。 
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選挙管理委員会 県議会議員選挙の富山市第１選挙区の立候補 

事務局次長  の受付けの関係につきましては富山市が担当

するという形になってございまして、事前審

査の関係など、他の選挙よりも、市議会議員

選挙と同等の、それなりの事務というものが

ございます。 

 前回の４年前の状況につきましては、ここに

資料がないのですけれども、働き方改革とい

うこともある中で、例えば週休日の振りかえ

など  これはちょっと趣旨が違うかもしれま

せんが  そのような対応も含めて、なるべく

短期間で終わるように、分担作業の中では応

援職員にも協力をいただいて、１人当たりの

超過勤務時間を軽減すると申しますか、そう

いった部分で工夫をしましたが、結果として

はこうなったというふうに理解してございま

す。  

村石委員   これで最後にしますけれども、市長は短期間

に仕事が集中する場合は、例えば以前その部

署にいた職員を応援に回すなどの工夫をして、

できるだけ担当職員が過度の負担とならない

工夫をするべきだということを本会議でも答

弁されています。  

今回の場合も恐らくそういう応援をいただい

たと思うのですが、結果としてこのような時
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間数になったことを受けとめて、選挙は何年

後かにまた必ずありますから、次の選挙で超

過勤務時間を減らすためにどうしたらいいの

かというようなことも検討していただきたい

と思うのですが、事務局長、どうでしょうか。 

選挙管理委員会 今、村石委員が言われたことはごもっともな 

事務局長   ことだと思っております。 

県議会議員選挙に当たりましては、私も含め

て、選挙管理委員会事務局に配属されて初め

ての選挙という職員が結構多かったもので、

とにかく総がかりでやっていたところがあり

ます。 

その経験を生かしながら、参議院議員選挙で

は超過勤務を少しずつ減らしていこうという

ことで取り組んでいたところでございます。  

また、来年度には県知事選挙が予定されてお

りますが、それに向けて、市長が言われたよ

うな他部局からの応援ですとか、事務局次長

が今言っておりました期日前投票のときに、

何があるかわからないので事務局職員が待機

しているものを、例えばそれに交代制が導入

できないかなど、そういったことをどんどん

と組み入れていこうと考えております。 

委員長    ほかにありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      以上で、総務文教委員会選挙管理委員会事務

局所管分を終了いたします。 

午前１０時２５分休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時４８分再開  

委員長    これより、総務文教委員会企画管理部所管分

の議案の審査を行います。  

 議案第１５５号   地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例制定の件、  

 議案第１５６号   富山市職員の給与に関する

条例及び富山市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例制定の件、  

 議案第１５８号   市長及び副市長の給与に関

する条例等の一部を改正する条例制定の件、  

議案第１５９号   富山市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例制定の件、 

以上４件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 
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職員課長   〔議案概要書及び議案説明資料により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑は、ありませんか。 

赤星委員   議案第１５８号について伺います。  

これは市長及び副市長の給与に関する条例等

の一部を改正する条例制定の件という議案で

すけれども、市長、副市長、教育長、常勤監

査委員、公営企業の管理者、政策監といった

特別職の方の期末手当の支給月数を引き上げ

るものとなっています。 

そこで伺いたいのですけれども、市長のボー

ナスというのは現在年額で幾らになっている

のでしょうか。  

職員課長   現在の市長の期末手当の支給額につきまして

は、年間５３０万円になっております。 

赤星委員   市長の給料月額及び年収はお幾らでしょうか。  

職員課長   給料月額が１０７万５，０００円で、それが

１２カ月分、それに合わせまして期末手当の

５３０万円で、１，８２０万円ぐらいです。  

赤星委員   今回の条例改正での市長のボーナスの引上げ
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額はお幾らになりますか。  

職員課長   ７万８，０００円になります。  

赤星委員   それでは、副市長以下それぞれのボーナスの

引上げ前の額と引上げ後の額、それから増額

分はそれぞれ幾らになるか御説明をお願いし

ます。 

職員課長   先ほどの質問で、現行の市長の支給額という

問いに５３０万円と申し上げましたが、現行

の支給額が５３０万円というのは間違ってお

りまして、現行では５２２万２，０００円で

ございます。改定後が５３０万円でございま

した。その差額が７万８，０００円です。 

副市長につきましては、現行が４３３万８，

０００円のところ改定後が４４０万３，００

０円で、増額分が６万５，０００円です。 

教育長につきましては、現行が３５４万６，

０００円のところ改定後が３５９万９，００

０円で５万３，０００円の増です。 

政策監につきましては、現行が３４９万８，

０００円のところ改定後が３５５万円で５万

２，０００円の増となっております。  

赤星委員   今回、特別職分も引き上げる理由について改
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めて御説明願います。 

職員課長   人事院勧告に基づき、国家公務員の給与改定

がありましたことを受けて、特別職の期末手

当を見直したものでございます。  

赤星委員   人事院勧告は、国家公務員の労働基本権が制

約されることへの代償措置として、国家公務

員に対し適正な給与を確保する機能を有する

ものであり、民間の給与水準に準拠して定め

ることが最も合理的だというふうになってお

ります。一般職員の皆さんの給料、期末手当

などを人事院勧告に準じて引き上げるのはわ

かるのですけれども、市長など特別職につい

ては、必ず準拠しなければならないというも

のではないのではないでしょうか。 

職員課長   地方自治体の特別職の期末手当につきまして

は、国の指定職の職員の期末手当に準じて所

要な措置を講じることが適当であるといった

総務省の意見もありまして、人事院勧告に基

づき改定を行ってきた経緯がございます。 

赤星委員   総務省の意見もあって引上げを行ってこられ

たのですけれども、どうしても上げなければ

いけないという根拠はどこかにございますか。 
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職員課長   先ほど委員もおっしゃったとおり、期末手当

の支給については民間企業の給与に準拠して

引き上げられているということを鑑みますと、

市長の職務に対する給与の対価というのは、

職務内容が変わらないとすれば、社会情勢と

いいますか、民間企業の給与に連動して一般

職員が上がるように、給与水準が上がるのは

適当だというふうに考えております。  

村石委員   議案説明資料５ページの富山市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例案の概

要の中で、給与の種類等という区分の中の一

番下の行で、パートタイムの例ですけれども、

パートタイムの場合は報酬でしか支払うこと

ができないという制度になったわけです。 

その報酬の具体的な中身として、地域手当も

相当しますよという条例になっていると思い

ます。 

富山市にある公共施設で働く場合は３％とい

う国の基準があって、本市でも地域手当とし

て月例給に、基本給の３％分が加算されてい

ると思います。  

企画管理部長も条例の考え方として、総務省

のマニュアルや同一労働同一賃金のガイドラ

インの趣旨を尊重しながら行っていくという

ことを以前発言されていますけれども、地域
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手当については同一の支給を行わなければな

らないとガイドラインの概要にあるというこ

とは御存じでしょうか。 

職員課長   表現の細かいところは承知しておりませんが、

その記述があるということは承知しておりま

す。  

村石委員   次に特殊勤務手当に関してですけれども、富

山市の特殊勤務手当を見させてもらったので

すが、例えば保育士の場合は日額２００円と

か、それから放射線技師の場合は救急で呼び

出されることもあって、勤務１回当たり４５

０円などということで、その職務や仕事の内

容などに応じて支給されています。 

このことについてもガイドラインでは、業務

の危険度または職務環境に応じて支給される

特殊勤務手当についても、同一の支給を行わ

なければならないという趣旨の表現があるの

ですけれども、これに対してはどう理解して

おられますでしょうか。 

職員課長   おっしゃったとおり、一口に会計年度任用職

員といっても、職場がそれぞれ異なりますの

で、担っていただく内容が異なります。それ

ぞれの職場における職務内容に応じた報酬月
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額を算定するに当たって、最初に申し上げた

とおり、正規職員との均衡を図るということ

が一番重要になりますので、報酬の設定に当

たってはそのあたりのことを考慮していくと

いうふうに考えております。 

村石委員   最後にしますけれども、先ほど職員課長は説

明の中で、高度専門職については、医師など

高度な専門性を有する職種だとおっしゃいま

したけれども、ほかにどのような職種が考え

られるのかお答えください。 

職員課長   現行で申し上げますと、任用形態の関係です

が、本市の再雇用職員もそこに該当するとい

うことであります。 

村石委員   今の課長のお答えは、市の再雇用ですか。再

任用ですか。 

職員課長   再雇用です。 

村石委員   再雇用で仕事をしている仕事内容と、例えば

保育士とかで会計年度任用職員で仕事をして

いる内容が同じの場合もあるのですね。そう

いう意味では、一般職と高度専門職の線引き

が非常によくわからないと思うのですが、ど
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うでしょうか。  

職員課長   先ほど申し上げたとおり、専門的な知識を有

する者、そして高度な技術を有する者のカテ

ゴリーとして高度専門職に分類しております

ので、あくまでもいわゆる一般職の事務補助

をする者と、もう少し自発的な行為に基づい

て仕事につく者というような区分での分け方

になっています。  

村石委員   今の答弁だと、要するに職務内容等を見なが

ら高度専門職の中でどういう職種が、どうい

う仕事をする人が高度専門職に当たるかとい

うことは、規則の中で細かくいろんなことを

考えていくということになるのでしょうか。  

職員課長   その予定です。  

村石委員   そこはあくまで概念的というか、大きな総称

的な意味ですけれども、そういう意味では高

度専門職というのはあくまで決め決めの専門

職ではなくて、ある程度仕事の内容を見た上

で高度専門職に位置づけるものもあるという

ような解釈でよろしいのでしょうか。  

職員課長   最終的にはそうなる可能性はありますけれど
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も、基本的には極めて特殊な職員というふう

に捉えますので、その都度増えたり減ったり

するというものではないと思います。  

赤星委員   関連しまして、議案説明資料５ページの黄色

で色塗りしてある会計年度任用職員制度のパ

ートタイムの方の期末手当についてですけれ

ども、一定の職員に対し支給可能とあります。 

この一定の職員というのはどういう職員なの

でしょうか。 

職員課長   ここに記載したとおり、フルタイム職員には

基本的に支給されるという考え方になってお

りますが、パートタイム職員については、勤

務時間がそれぞれの方によって異なっており

ます。長い方から短い方、そして期間の短い

方から長い方といろいろな方がいらっしゃい

ますので、これについてはある一定程度の勤

務時間が確保されている人を対象にしようと

いう趣旨での一定の職員という記載でござい

まして、その基準につきましては、国の事務

マニュアル等に示されているものを参考に、

今、最終的な調整を図っているところでござ

います。 

赤星委員   国の事務マニュアルなどを参考に調整を図っ
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ているとおっしゃいました。 

先ほど村石委員も必要な事項を規則で定める

ことに触れられましたけれども、議案書１２

７ページの第９条にも、「この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定める」とありま

す。この規則というのは、現在案としてでき

ているものが何かあるのか、いつごろまでに

定める予定であるのかお聞かせください。 

職員課長   当然、条例をつくるに当たっては、全体像を

考慮しながら条例制定をすることになります

ので、規則の骨子というか、骨格みたいなも

のは並行して考えておりますが、詳細の詰め

に時間を要しておりまして、現状ではまだお

示しできるような段階に至っておりません。  

来年の４月から会計年度任用職員が採用され

るということになりますので、そのあたりの

周知も含めて直前というわけにはいきません

ので、早々にお示しできるように準備を進め

てまいりたいと考えております。  

村石委員   やはりいろいろな調査・研究をして規則を決

めるということはわかるのですけれども、各

所属は予算要求をしなければいけないので、

やはりその関係からいうと、予算要求の時期

に間に合うように決定をしていくということ
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が必要だと思うのですが、どうでしょうか。  

職員課長   新年度予算の要求に関しましては、想定し得

る引上げ額をこちらで条件設定をいたしまし

て、各所属に対して必要額を要求するよう要

請を終えたところであります。  

委員長 ほかにないようですので、これをもって、議

案の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１５５号、議案第１５６号、

議案第１５８号、議案第１５９号、以上４件

を一括して討論に入ります。  

討論はありませんか。 

赤星委員   ただいまの議題のうち、議案第１５８号  市

長及び副市長の給与に関する条例等の一部を

改正する条例制定の件については反対をいた

します。 

一般職の皆さんの給与やボーナス引上げは、

人事院勧告、富山県人事委員会の勧告に準じ

るのは労働基本権の制約の代償措置として理

解できますが、市長など特別職の皆さんのボ

ーナスについては、現在の支給額で据え置か

れてもよいのではないかと考えます。  

消費税増税の影響が深刻なこのとき、市民は

本当に生活を切り詰めやりくりしています。
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そのような中、この引上げに理解が得られる

とは思いませんので、特別職の期末手当引上

げには反対いたします。 

委員長    ほかに討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第１５８号を挙手により採決

いたします。 

本案件について、原案のとおり決することに

賛成の諸君の挙手を求めます。  

〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手多数であります。 

よって、本案件は原案可決されました。 

次に、議案第１５５号、議案第１５６号、議

案第１５９号、以上３件を一括して採決いた

します。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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委員長    御異議なしと認めます。 

 よって、本案件は原案可決されました。 

 以上で、企画管理部所管分の議案の審査を終

了いたします。  

 次に、 

 定員適正化計画の見直しについて  

 当局の報告を求めます。 

職員課長   〔委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

横野委員   今の定員適正化計画の見直しについて、委員

会資料に記載の職員数の概況によると、平成

３１年４月実績と変更後目標値では、例えば

一般職では３７人、下に書いてある社会福祉

士、保健師、精神保健福祉士では１２人増や

すとありますね。「下記以外」では、３７人

増やすわけですけれども、配属の予定はどう

なのでしょうか。要するに、どの分野にどれ

だけの人間を配置しよう、増やそうという思

いで、こんなに大きな人数になるのですか。  

今まで、減らして減らして減らしてきたと。

確かにＳＤＧｓの取組みもあるし、富山市は

今、変わろうとしているので、人を増やすこ
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とについて反対するものではないのですけれ

ども、このあたりの問題と、もう１つ気にな

るのは、先ほどの富山市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例との関係で、

パートタイムとかフルタイムの人を外して正

規職員の人を増やそうという、その辺との因

果関係が見えるのか見えないのか、この３７

人増やすということが、今現在やっていこう

としていることと本当にマッチするのか、そ

のあたりの方向性とどういったところへの配

属を考えているのかをお聞かせください。 

職員課長   この委員会資料の一番下、３番の表を見てい

ただいたとおり、基準年に対して平成３１年

の実績が既に計画値を上回っていることにな

っております。  

先ほどもあった７７人の内訳の三十何人かと

思いますけれども、既に増員になっている部

分があるということを御承知いただきたいと

思います。 

その上で、増員となった要因を御説明すると

すれば、今ほど申し上げたＳＤＧｓ未来都市

の推進事業といった環境関連の施策、公共施

設マネジメントの推進といったような施策、

さらには情報セキュリティーの強化といった、

従前の計画策定時にはあまり行政課題として
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明らかになっていなかったため見込みの中に

含めていませんでしたけれども、その後、顕

在化してきたものですとか、社会資本の老朽

化に関するものについても、当初から当然そ

ういうものがあるということを見込んでおり

ましたが、実際に着手していく中で、より専

門性が高い取組みをしていかないと事が達成

できないということが明らかになってきまし

たので、土木、電気、機械といった技術系の

職員の増員を図ってきたところであります。  

加えて、食品衛生監視の分野ですとか学校給

食といった分野の食の安全の部分も近年強く

求められておりますので、そういったあたり

への職員配置ということも今回の増改正の要

因になっております。 

もう１点の御質問の中にあった会計年度任用

職員や現行の非常勤・臨時職員の取扱いと不

整合があるのではないかということなのです

けれども、現状の臨時的任用職員の方につき

ましても、正規職員の補助的業務を担ってい

ただくという位置づけで任用している部分が

あります。 

現在いらっしゃる非正規の方に退いていただ

いて、そこに正規職員を配置するという考え

方ではなくて、今ほど申し上げた新たな行政

課題に向き合うために、正規職員を配属する
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ことで、より専門的に重点的に取り組みたい

という趣旨でございます。決して臨時的任用

職員の雇用を抑制しようという考えではござ

いませんので、そのあたりは改めて御説明さ

せていただきます。 

企画管理部次長 若干補足させていただきますが、定員適正化 

（行政改革・公共施設再編 計画はそれ単独ということではなくて、行政 

・人事管理担当） 改革実施計画の一部を構成しているというこ

とです。 

定員適正化計画は、市町村合併後に合併のス

ケールメリットを生かすということから、平

成１８年に計画を立てて、１０年間の実績を

出してきました。それを踏まえて今期の計画

があります。それまでは削減ということを指

標に掲げながらやってきたと。  

その一方で、削減をするということだけでは

なくて、行政改革もあわせて 事務事業の見

直しであるとか、あるいは民間委託なども進

めながらの削減であったということです。こ

の流れは今後も変わらないことです。  

行政改革実施計画については、今期は第３期

の計画となりますけれども、また次期の計画

を立てながら、行政改革はずっと継続してい

く、事務事業の見直しなどといったことを行

っていくと。 
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その中で何が適正なのかということで、これ

はあくまで適正化なので、削減化ということ

ではありません。職員数の適正化ということ、

正規職員が適当なのか会計年度任用職員が適

当なのかということを見きわめながら配置を

していくということになっていくのだろうと

思います。 

横野委員   一応納得はするのですが、現実の職場の問題

とかいろいろなことを考えると、そういった

ことは十分に検討してほしいということと、

もう１つは、監査委員事務局について、もう

少ししっかりと調査できる制度みたいなもの

要するに職員のいろいろな資質の問題もあ

るので、監査委員事務局のほうにも職員を増

やすことを検討してほしいと思うのです。 

もう１つは、地域性です。要するに行政サー

ビスセンターや農林事務所では、職員の人数

がだんだんと減っていて、地域に対する足の

運び方が、今まで近くにいた人が来なくなっ

たという市民からの意見があるので、もう少

し職員が  「山まで２時間かかるから行けん

わ」とか、そんな話ではないので、そのあた

りのことも含めて、配置については適正化計

画の中で検討してほしいとお願いしたいと思

います。 
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村石委員   今ほど定員適正化計画で職員を増やしていく

理由として職員課長からいろいろと説明があ

りましたけれども、本年１２月１７日に開催

された全国知事会に出席した知事からは、国

の新法制定や法改正により自治体の仕事が一

方的に増えているとして、法案の作成段階で

自治体が関与できる仕組みが必要というよう

なことで、どこの自治体も今まで以上に仕事

が増えていると  今の場合は知事会が言って

いるわけですけれども。 

ある知事は、法律は整理されずに増えていく

ので自治体の事務が増えていくとして、見直

しや縮減が必要だと言っているのですけれど

も、なかなか国に対して見直しや縮減と言っ

ても、すぐにしてくれるわけではないので、

やはりそれに対応できる職員を配置していく

ということが必要だと思うのですね。  

そこで専門職である社会福祉士や保健師、精

神保健福祉士などが増えています。これは、

児童虐待防止法とか生活困窮者自立支援法と

か、あるいはいじめの問題にきちんと対応で

きるとか、本当に現場で必要な人たちが増え

てきていると思うのです。  

そこで質問ですけれども、平成２７年と平成

３１年４月で職種ごとに何人増えたのかとい

うデータはありますか。 
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要するに、基準年の平成２７年から平成３１

年４月実績では２２人、１９．８％増えてい

ます。その専門職ごとの増えた数がわかれば

教えてください。  

職員課長   定員適正化計画ベースの人数で申し上げます

と、例えば福祉の専門職として、社会福祉士

は１８人増員しております。精神保健福祉士

は現状、減らないように維持をするとして、

増員としては１人でございます。計画ベース

で申し上げると、保健師が１５名の増員。ま

た栄養士につきましては、実数で９名の増員

となっております。 

主な福祉系の職員としては、そのぐらいが増

員となっております。 

村石委員   ここに記載されていない臨床心理士も、教育

委員会で１人だったものを３人にしたとか、

増えていると思うのですけれども、わかりま

すか。 

職員課長   実数上は変わっておりません。同じ人数でご

ざいます。 

村石委員   委員会資料にも書いてありますように、新た

な行政需要が増えてきた、行政ニーズも増え
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てきた、そして人は間違いを起こしますので、

間違いが起きないようにヒューマンエラーを

防止すると。私は、これは本当にそのとおり

だと思います。  

したがって言いたいのは、そういう現場の大

変さは所属長や係長が一番よくわかっている

わけで、そういう意味では、人員配置につい

て職場のヒアリングを毎年やっていると思う

のですけれども、このヒアリングの日程はど

うなっているのでしょうか。 

職員課長   毎年、新年度の人員配置に向けて、参考とす

る情報収集を使命としまして、私ども職員課

が各所属長に対してヒアリングを行っており

ます。 

まさに今現在行っているところでございまし

て、例年この時期に合わせて各所属の実態を

お聞きしております。 

採用につきましても、必要数があればあわせ

てお聞きすることとしております。 

村石委員   これで最後にします。砂田次長に伺いたいの

ですけれども、次長も言われましたが、結局

本音のところを言うと、定員適正化計画は職

員を減らすというのが目的だったと思うので

すよ。市長も若干そんなようなことを言って
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おられますけれども、今からは、本当に職場

にはどれだけの職員が必要なのか、それもど

ういう資格を持った職員がいたほうが市民が

相談に来たときに適切に対応できるのかとい

うことが問われていると思うのですね。 

そういう意味で、ぜひ職場の意見を聞いて職

員の適正配置をしてほしいということについ

ての見解をお聞かせください。  

企画管理部次長 職場で起きていることは、管理当局としても

逐次正しいことを理解しておかないと、市役

所全体の仕事、ひいては市民の皆さんに御迷

惑があってはならないことだというふうに捉

えています。 

先ほど次長の渡辺も申しました適正化という

言葉の捉え方ということについて、現在求め

られていることに合わせていくのだというこ

とは、まさに委員のおっしゃったとおりだと

認識しております。社会情勢、いろいろなも

のが日々変化しています。ですから、今回、

職員課も踏み込みましたが、それはやはりタ

イムリーに対応していかなければいけないと

考えた上でのことというふうに思っておりま

す。  

これからも、職員の働き方もそうですし、市

民の皆さんによりよい行政サービスを提供し
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ていきたいということで、今回に限らず、逐

次状況を把握してより適正な業務に努めてい

きたいというふうに思っております。  

久保委員   今、村石委員のほうから前は適正化ではなく

て減らすことが目的であったかのような発言

がありましたが、私は市町村合併ですとか実

際に業務の内容を精査していく中で、最初は

減らす人員があった中で減らしてきたという

ことだと思っています。 

それはもともとの趣旨が違っていたというよ

うなことではないと思っていますので、その

点については次長からもお答えいただきたい

のですが、その中で、例えばパソコンが普及

してきて、エクセルが出てくるようになって

表計算は非常に速くなりましたし、ワードで

は一度打った文書をコピペして次年度も使え

るような形になってきました。  

さらに、サーバーであったりメールであった

り、情報のやりとりが瞬時にできるようにな

って情報の共有も早くなってきました。 

そういった中で業務量を大分削減してくるこ

とができたのだろうと思っています。それも

相まって、定員の適正化を図られてきたのだ

と思いますが、一般のソフトでできる部分と

いうのは、今後はこれ以上あまり発展はない
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のかなと思っていまして、さらに業務の効率

化を進めていくときには、かなり大きな投資

をしながらシステムを導入するということが

必要になってくるのだと思います。 

なので、今回の見直しでは職員数が増えたけ

れども、次期以降、また見直しの機会がある

ときには、そういったシステムの導入も踏ま

えて、新たな考え方のもとで減らすべきなの

か増やすべきなのかということを考えていっ

ていただきたいと思っています。  

さらに、もう１つだけ付け加えた上で次長に

お答えいただきたいのですが、私は年齢構成

も実は重要だと思っていまして、特に教員な

どは３０代、４０代の中堅の教員が少ないと

言われる自治体が多くて、なかなか授業のノ

ウハウの継承であったりとか、年齢構成に偏

りがあることで学校運営がままならない。こ

れは他市の視察に行ったときにそういう話が

ありました。 

団塊の世代が多くおられたころに採用を絞っ

ていたところから、今、ここからさらに増や

していく際にも年齢のバランスはしっかりと

とっていっていただきたいと思っていますの

で、その辺を総括して、この適正化という考

え方について次長から御答弁をいただきたい

と思います。 
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企画管理部次長 定員適正化計画ですが、この計画は令和２年  

（行政改革・公共施設再編 度までの計画となっています。先ほども申し 

・人事管理担当） ましたが、行政改革実施計画とは同じサイク

ルです。ですから、来年度、今度は次期計画

に向けて策定をしていかなければならないと

いう年度になってまいります。  

これまでの定員適正化計画は、削減率を前面

に出しながらということでしたが、今期にお

いてはそれがそのとおりになっていかないと

いう状況になったことから、今回このような

見直しをさせていただいたということです。  

今後は、適正化をしていく上でどういう観点

で何を指標にしていくか  どんな指標が適当

なのか  ということも含めて来年度は考えて

いかなければならないと思っておりますので、

今、久保委員がおっしゃったような情報化、

情報処理の問題であるとか、それに伴う事務

の効率化という観点とか年齢構成のことなど

についても含めて、検討していきたいという

ふうに思います。  

赤星委員   市長も本会議でおっしゃっていましたけれど

も、例えば、いざ災害となったときに職員の

皆さんの力は大切だということで、ごみ収集

にしましても調理員にしましても、一定の直

営力の維持をするのだということを繰り返し
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表明されてきました。 

私は今回の見直しについては、「えっ」と、

実はちょっとびっくりしまして、こういう転

換をされるのだなというふうに受けとめてお

ります。 

その中で、委員会資料の表の中では現業職と

いうところに、ごみ収集の清掃員の方や調理

員の方が入っていると思うのですけれども、

この現業職の内訳について、数字はわかりま

すでしょうか。  

職員課長   現人員の内訳ということですか。 

赤星委員   基準年と平成３１年４月実績と変更後の目標

値を職種ごとにお願いします。  

職員課長   順に申し上げます。  

平成２７年の４月の職員数といたしまして、

運転手を含む清掃業務員が１０１名、自動車

運転手が２４名、工手が１９名、用務員が６

１名、助手が１０名、調理員が１９４名、管

理員が３名になります。 

引き続き平成３１年４月の職員数につきまし

ては、清掃業務員が９４名、自動車運転手が

２３名、工手が２１名、用務員が５９名、助

手が５名、調理員が１６７名です。 
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計画値の目標のベース値としましては、清掃

業務員が９３名、自動車運転手が２０名、工

手が２４名、用務員が５８名、助手が４名、

調理員が１６４名、管理員が３名でございま

す。  

赤星委員   ありがとうございます。 

その上の欄の保育士、幼稚園教諭は、表の一

番右の数字、現行計画の目標値に対する増減

が１９人減となっておりますが、これは保育

所の民営化をどこかもう１カ所ぐらいすると

いう、そのような数字ということなのでしょ

うか。 

職員課長   これは５年間の計画の中での推移になってお

ります。今後１９人を減らすということでは

なくて、計画値の差が１９人ということでご

ざいますので、民営化の結果等を踏まえての

数値になっております。 

赤星委員   ちょっと間違えました。すみません。 

委員会資料の趣旨の中に本当に大切なことが

書いてあるなと思いましたので、今後も本当

に市民にとっての適正化になっていきますよ

うにお願いしたいと思います。  
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委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

 次に、企画管理部所管分で、議案及びただい

まの報告以外に何か質問はありませんか。 

成田委員   中規模ホールについて伺います。 

３カ月後に路面電車の南北接続が完成して、

たくさんの方が富山駅の北口周辺に訪れるこ

とが容易にうかがえますけれども、にぎわい

の拠点の１つである中規模ホールの整備につ

いて現在の状況と今後のスケジュールについ

てお聞かせください。 

文化国際課長 中規模ホールの官民連携事業につきましては、

本年６月議会において債務負担行為の設定を

議決いただいたところでございます。  

現在の進捗状況につきましては、事業者の選

定を進めているところでございまして、具体

的には７月からの募集要項等の公表に始まり、

応募を予定する事業者などへの質問回答や個

別対応等を経て、提案書の提出期限である１

１月２０日までに複数グループから応募があ

ったところでございます。  

今後のスケジュールといたしましては、選定

委員会を経て来年１月下旬までには優先交渉

権者の決定・公表及び基本協定の締結を予定
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しております。  

２月下旬には事業仮契約を締結し、令和２年

３月議会に契約締結についてお諮りさせてい

ただき、令和２年度には中規模ホールの設計

や既存施設の解体・撤去に着手し、令和５年

３月までに完成をする予定としております。  

横野委員   先日、市立図書館のメールサーバーによる不

正中継という問題があったので、同じような

サーバーでそういったものがほかに何かある

のか  インテックやＮＴＴなどがメールサー

バーを管理していると思うのですが、図書館

と同じような系列のメールサーバーというの

はほかの部署にもあるのか、あるいはその辺

の対応はどうなっているかをお聞きします。  

情報統計課長 まず最初に、今回このような事態が起きまし

て、市の情報セキュリティ対策を指導・助言

している立場の部門の者として、図書館利用

者の皆様、市民の皆様に御不便や御不安を与

えたことに対しては、大変申しわけなく感じ

ております。 

こういった事態を踏まえまして、まずはお尋

ねのありました同様のメールサーバーがある

かということにつきましては、図書館メール

サーバーと同じメーカー、同じ業者の機種は
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ございません。  

メールサーバーにつきましては、まず市役所

本庁の職員メール等を情報統計課で管理して

いるメールサーバー、それ以外に、教育ネッ

トワークで先生方が使っているメールシステ

ム、今回の図書館のメールシステム、あとは

市民病院のメールシステムがございます。 

それぞれ業者が異なっておりますが、同じメ

ールシステムというものを使っておりますこ

とから、今回の事態を踏まえまして、この３

者の教育メール、図書館メール、市民病院に

ついては、再度メール設定の確認を依頼した

ところでございます。 

図書館メールにつきましては、こういう事態

を招いたことから再度設定の見直しをさせ、

第三者機関への診断依頼を行っております。  

昨日付でメールサーバーのほうは復旧したと

伺っております。  

教育委員会のメールサーバーにつきましては、

ことしの４月に総点検を実施いたしまして、

今回起こったような事象は発生しないという

ことを確認しております。  

市民病院のものにつきましては、そういう設

定はしていないということは伺っております

が、現在その設定の再確認の最中で、それ以

外のセキュリティーに不備がないかというこ
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とも再点検して、その状況を市民病院のほう

から報告していただくという形をとっており

ます。 

いずれにいたしましても、こういったセキュ

リティー事故が起こりました際には  全国で

もいろいろなものが発生していると思います。 

その事例ごとに職員に対しては注意喚起を行

った上で、代表メールや職員ポータルサイト

で周知を呼びかけているところでございます

が、今回の事案を受けまして、最高情報統括

責任者である副市長の名前で注意喚起を発出

させていただいたところであります。  

村石委員   職員の時間外勤務について伺います。 

細かい時間のことは言いません。結局、業務

がたくさんあるのに職員をなかなか増やして

もらえないと。結果として、１カ月当たり４

５時間以内、年間３６０時間以内ということ

がなかなか守られないのが実態であるという

ような言葉を複数の課長から私は聞きました。 

何を言いたいのかというと、悪く言うと、時

間外勤務の抑制ということが、それぞれの課

やそれぞれの職員の自己責任になっている傾

向もあるのではないのかと思うのです。「何

でするがよ」とか「何で月４５時間を超える

がよ」というようなことで。 
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結局何を言いたいかというと、ことし４月か

ら１２月までの時間外勤務について、各職場

でしっかりと検証するということです。 

一方で、よくなったということも聞くのです。

課税業務の繁忙期に、以前、配属されていた

職員に来てもらうことで、一定程度、時間外

勤務が削減されたということももちろん聞く

のですけれども、やはり私から言わせると、

時間外勤務を減らしなさいということで、そ

れぞれが自己責任でさせられている面もある

ので、時間外勤務の現状がなぜそうなってい

るのか、そしてそれを改善するためにはどう

すればいいのか、しっかりと客観的に検証す

べきだと思うのですけれども、どうでしょう

か。  

職員課長   委員御指摘のとおりでありまして、時間を単

純に減らしても仕事の量が減っておりません

ので、何も解決しないのだとすれば、人を増

やすのも１つの手ですが、仕事の中身を見直

すということが一番大事だと思います。 

その上で各所属長は  現状でもやっています

けれども  みずからの課の業務の中身につい

て常に精査をするということと、それに伴っ

て自課の中で賄い切れない場合には、先ほど

例示がありましたとおり、市民税課のような
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対応をとる場面もありますし、部内で人のや

りくりをしているというケースももちろんご

ざいます。 

当面は、そういったような手法をとりながら、

目の前にある課題に対応していくことになり

ます。最終的には、先ほどの定員適正化計画

の話にもつながりますが、必要な職員数とい

うものを確保するという考え方がベースにご

ざいますので、そういった観点で職員採用も

検討していくという、意向としてはそういう

気持ちを持っております。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会企画管理部所管分を

終了いたします。  

暫時、休憩いたします。 

午後  ０時０４分休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  １時３８分再開  

委員長    総務文教委員会を再開いたします。  

これより、教育委員会所管分の議案の審査を

行います。 

報告案件として提出されている  
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 報告第４２号 専決処分報告の件（損害賠償

請求に係る和解の件）中、専決第２５号、専

決第２８号、専決第３７号  

 を議題といたします。 

 これより、順次、当局の説明を求めます。  

教育総務課長 〔報告第４２号中、  

専決第２５号について、 

議案書により説明〕 

学校教育課長 〔報告第４２号中、  

 専決第２８号について、 

 議案書により説明〕  

図書館長   〔報告第４２号中、  

 専決第３７号について、 

 議案書により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

 質疑は、ありませんか。 

 〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

 なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 
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 次に、 

富山市民大学受講料の改定について、  

富山市立図書館のメールサーバによる不正中

継について、 

以上２件を一括して、順次当局の報告を求め

ます。 

市民学習センター次長 〔富山市民大学受講料の改定について、 

 委員会資料により説明〕 

図書館長   〔富山市立図書館のメールサーバによる不正

中継について、  

委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

赤星委員   富山市民大学受講料改定について伺います。 

これはどのような講座があって、何人ぐらい

の方が受講しておられるのでしょうか。 

市民学習センター次長 今年度で言いますと、講座数は７３コースで

受講者の延べ人数は２，８９６人となってお

ります。 

赤星委員   その内容としては、どういった講座があるの
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でしょうか。 

市民学習センター次長 大きく分けますと、一般、創作、ガラス工芸、

プラネットに分かれております。普通の大学

で行われるような文学だとか歴史だとか、そ

ういった類いの講座形式の講座と、創作系と

して、料理だとか物をつくる講座、ガラスに

特化したガラス工芸の講座、そして旧町村地

域で開催しておりました講座については、プ

ラネットという名称で現在も引き続き継続し

て開催しているところであります。 

赤星委員   延べ２，８００人というたくさんの方が御利

用されているのですけれども、今回の受講料

改定で５００円アップするということで、市

民側からすれば決してわずかな額とは言えな

いと思うのですね。 

こういうことについて、これまでに受講者の

方に説明をしたり、御意見を伺ったりとかは

されてきたのでしょうか。  

市民学習センター次長 受講料の改定につきまして、受講者の方々に

はこちらのほうからは発信しておりません。  

従来の受講料の改定につきましては、講師謝

金に占める受講料収入の割合を１つの基準と

しておりまして、それが最低でも９０％を超



47

えている状況であるということと、近隣の他

都市の受講料とのバランスで受講料を設定し

ているところでありますが、近年、受講者数

も減少しておりまして、先ほど説明いたしま

した講師謝金に占める受講料収入の割合が、

前回の平成２５年に改定した当初は９０％を

超えておりましたが、平成２９年度と平成３

０年度につきましては８０％台に落ちており

まして、今年度の見込みでは８０％も切って、

７０％台に落ち込む予定となっております。  

それらのことをもとに金額を設定させていた

だいております。  

赤星委員   今回、この受講料改定は報告事項ということ

ですけれども、議決をしなくて、予算案でな

い形で上げるということを理解できていない

のですが、どういう位置づけなのでしょうか。 

市民学習センター次長 歳入につきましては、来年度の当初予算のほ

うで歳入として出す予定であります。  

赤星委員   そうすると、来年度当初予算で値上げを含ん

だ予算案が出てくるということなのですか。  

市民学習センター次長 そのとおりです。 
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赤星委員   そうしましたら、きょうは正式な決定という

わけではないのですね。上げたいということ

の説明なのですか。 

市民学習センター次長 そうです。 

赤星委員   委員会資料では、来年４月１日より改定する

となっておりますので、受講者の皆さんに説

明をして御意見を聞くという、そういう場を

これからつくっていくべきだと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

市民学習センター次長 この後、受講者の方々が任意でつくっておら

れる団体の役員の方々と会合を持つ機会が来

年に入ると何度かありますので、その機会を

利用して私どものほうから受講料の改定につ

いては説明をさせていただきたいと思ってお

ります。 

舎川委員   今の件について、教育委員会の定例会では既

に説明をされたのですか。  

市民学習センター次長 しております。  

舎川委員   そこで料金が上がることについて何か問題が

あったとか、そういうことはないですか。 
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市民学習センター次長 特段、質問はありませんでした。 

赤星委員   先ほど講師謝金に占める受講料収入の割合が

７０％台ということをおっしゃいましたけれ

ども、金額にして幾らぐらい不足しているの

でしょうか。 

市民学習センター次長 昨年度の数字でいきますと、講師謝金が１，

００２万１，５００円のところ、受講料収入

は８２１万１，５００円となっております。

比率としては８１．９％です。  

今年度につきましては、今のところの予定で

は講師謝金が９６２万７，７５０円となって

おりまして、受講料収入が７６６万１，００

０円、比率にしますと７９．６％ということ

になっております。 

赤星委員   そうすると２００万円足らずということだと

思うのですけれども、その分を教育委員会の

予算から何とかするとか、値上げ幅を抑える

とか値上げをしないとか、そういったことは

考えられないのでしょうか。 

市民学習センター次長 受講料の設定について、１つの目安として講

師謝金に対する受講料収入の割合ということ

を説明させていただいたのですが、実際の大



50

学運営には、それ以外に、例えば施設の借上

げ料ですとか人件費など、もっとたくさんの

費用がかかっています。その中でも主な費用

ということで、講師謝金に対する受講料収入

の割合が、今までの受講料を設定する際の考

え方の１つとなっております。  

今、消費税率も上がったということで、例え

ば施設の借上げ料につきましては、市民プラ

ザには結構な金額の借上げ料をお支払いして

おりますので、その消費税分だけでも数百万

円上がる予定になっておりますし、この講師

謝金に対する比率だけでは、本来は運営費の

一部にしかならないのですけれども、受講者

の方々には、少なくとも講師謝金ぐらいは  

ぐらいはという言い方はちょっとあれなので

すけれども  補  していただければというよ

うな考え方であります。 

赤星委員   ほとんどのコースを市民プラザで行っておら

れるのですか。  

市民学習センター次長 ほとんどが市民プラザで開催しておりまして、

先ほど申しましたプラネットコースが１５コ

ースあるのですが、それにつきましては旧の

町村地域で開催しております。  
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赤星委員   これ以上深くはここで議論するつもりはない

のですけれども、市民プラザといえば第三セ

クターで、その収入のほとんどと言っていい

ぐらいが、富山市からのいろいろな家賃で成

り立っていたのではないかと思うのです。そ

の辺の議論はまた別の場でするといたしまし

ても、やはり利用者の方々にこの問題はきっ

ちり説明をしていただいて、御意見も聴取し

ていただきたいというふうに思います。 

委員長    ほかに何かありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

 次に、教育委員会所管分で報告案件及びただ

いまの報告以外に、何か質問はありませんか。 

村石委員   学校司書のことについてお伺いします。 

本年９月の総務文教委員会で学校教育課長は、

４人欠員のところ、１０月からは１人採用す

ることで、１人補充になるということを答え

ておられます。  

現在の欠員状況はどうなっているでしょうか。 
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学校教育課長 現在５４名配置のところ、依然として３名の

欠員ということは変わっておりません。 

村石委員   恐らく何回も募集をしておられると思うので

すけれども、応募がないという現状がわかり

ました。 

今年度も退職者がいましたが、２０２０年度

の退職予定者はいるのでしょうか。 

学校教育課長 把握していないところです。 

村石委員   ぜひ早く欠員を補充していただきたいという

ことと、もう１つはＯＥＣＤの学習到達度調

査では、本を読んでいる人ほど学習の理解が

よかったと。これはどこの国をとってもそう

いうことが言えると思うのですね。 

そういった意味から、やはり学校司書の役割

というのは大事で、本をよく読む子は学力も

いいというか、何においても問題を読んで、

それを理解して、そして自分で考えて答える。

読む力が本当に必要だと思うのですね。 

何回も言いませんけれども、そういった意味

では学校司書の役割というのは、すごく重要

であると思うのですが、学校教育課長の見解

をお聞かせください。 
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学校教育課長 高校１年生を対象としたＯＥＣＤの学力調査

によると、日本の読解力が後退しているとい

うことで、本市としても読解力というのは大

事だと考えています。 

例えば主語、述語で成り立つ文、何が、誰が

どうした、こういうようなものを授業でもち

ろん押さえるのですけれども、本を読むこと

で主語、述語の捉え方、それから小説ばかり

ではなくてグラフを読み取る力、一升がどれ

だけになるのか、本から学ぶことが結構あり

ます。 

それらに関しても学校司書は大事な役割を担

っておりますし、学校図書館の運営にとって

も大切な役割だと思っております。 

村石委員   言われるとおり、学校司書あるいは学校図書

館の役割は本当に大きいので、ぜひ早く欠員

を補充していただきたいということなのです

けれども、ぜひ今から言うことを検討してほ

しいのです。 

１つは、応募が少ない理由としては賃金が安

いのではないかと。現に学校司書の方からは

この賃金ではなかなか生活していけないとい

う声も直接聞いています。そういう意味では

来年の４月から会計年度任用職員制度も始ま

りますので、ぜひこの機会に賃金を上げる検
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討をしてほしいということと、労働条件も今

の５時間でいいのかというようなこともぜひ

検討してほしいのです。 

ちなみに他都市の例として、砺波市には小・

中学校が１２校あります。そして１２名の学

校司書が１校専任で配置されています。勤務

時間は１日６時間以内  学校の規模によって

６時間もあれば５時間もあると思うのですけ

れども  週３０時間以内ということになって

います。 

こういう学校も現に県内にあるわけですので、

ぜひ学校司書を確保するために、今後どうい

うぐあいにしていけばいいのか、また確保し

た上で、本当に子どもたちにとってよくする

ために…… 

委員長    簡潔・明瞭にお願いします。 

村石委員   こういう例も含めて検討していただけないで

すかということです。 

      （「要望だろう」と発言する者あり） 

委員長    要望ですね。 

村石委員   いえ、回答してほしいのですけれども。こう
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いうことについての見解はどうですか。 

学校教育課長 まず賃金に関してということですが、会計年

度任用職員制度による報酬に関しては、学校

司書のみならず対象となる職種全てについて

現在検討中でありますので、ここでは回答は

できません。 

それから勤務時間に関しては、１日５時間と

いうところで何とか学校は運営していると考

えておりますので、これももう少し見きわめ

た上でということにさせていただきます。 

村石委員   もう１項目だけ質問させてください。 

教員の働き方改革ということで、本年１２月

４日の臨時国会で１年単位の変形労働時間制

の導入を柱とする法改正が成立しました。こ

れはあくまで、そういうことができるという

規定になっています。そして、一番早い場合

で２０２１年度から導入できるということに

なっています。  

そこで質問なのですけれども、現在のところ

富山市教育委員会では、この制度を導入する

つもりはあるのでしょうか。 

学校教育課長 文部科学省では、例えば年度当初であるとか、

学校行事が多く行われる、例えば４月、６月、
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９月、１０月あたりに、週３時間、勤務時間

を延ばして、その分、夏休みに固めて５日間

ほどの休みをとるというようなことを想定し

ていると受け取っております。  

それらに対して期待される効果としては、学

校閉庁日、それから土曜日、日曜日を含める

と、教員が長期休暇をとることができるとい

うことが期待されます。 

しかしながら本市の教員の現状を見ると、８

月に仕事が何もないのかというと、例えば学

習補充のために児童・生徒を呼んで学校で勉

強会を開く  中学校では部活動というものが

存在しますし、小学校ではプール指導等があ

り、夏季に教員の研修を固めているという現

状もあります。  

これらのことから、富山市ですぐに導入でき

るかというと、課題も大変多く残されている

というところです。 

本市としては、メリットもありますがデメリ

ットの部分が多く想定され、かつ今も年休５

日間、それから特別休暇５日間の取得もまま

ならないところでありますので、国の動向を

見守りながらも、時間外勤務が月４５時間、

年３６０時間の範囲内におさまることを、ま

ず第一目標として進めていこうと考えており

ます。 
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村石委員   今ほど言われた答えでよくわかります。 

最後に言われたように、当面しっかりやって

いかなければいけないのは、月４５時間以内、

年間３６０時間以内の、いわゆる超過勤務を

減らしていくということが大事だと思うので、

具体的にどの業務をどのようにすれば超過勤

務を減らしていけるのかということは、教育

委員会でも考えるし、現場の職員も考える。  

例えば、持込み授業を減らすというようなこ

となど、いろいろな具体的なことを検討して

いっていただきたいということで、これは要

望にしておきます。 

久保委員   私のほうから２点お伺いしたいと思います。 

１つは、教員の多忙化が言われていまして、

こういう質問をすると、県の採用が増えない

とというようなお話を必ず教育長がされるわ

けなのですけれども、個人的には  免許を持

っておられる教員が、学校でいろいろな職務

に当たっておられるわけですが、教員でなけ

ればできないこと  病院であれば、医師は医

師ができることをやり、看護師は看護師がで

きることをやるという形でやっております。  

この教員がすべきことというものが実は非常

に曖昧で、多忙化と言われてもどのように手

当てをすればいいのか、議会側からしてみる



58

とやはり見えにくいところがあります。 

次の３月定例会までに業務内容を整理してい

ただいて、本来教員がやらなくてもいいよう

な業務を富山市内でやっているような事例が

あれば、例えばそれを事務員であったりほか

の職員で賄うことができるのか、それによっ

て教員の多忙化の解消につながるのではない

かというような検討をしたいと思いますので、

その業務の簡単な整理をしていただきたいな

と思いますが、お願いしてもよろしいでしょ

うか。 

学校教育課長 文部科学省からも、教員がやるべき業務、教

員以外がやるべき業務というものが出ており

ます。 

こちらの教員以外がやるべき業務として、今

もう既にやっていただいているものとしては、

子どもたちの登下校の見守り これは富山市

においてはパトロール隊、見守り隊というの

が各地区にありまして、ほとんどこちらにお

願いしているところであります。もちろん、

例えばことしのように熊が出没するとなれば、

教員が要所要所で巡回するということはやっ

ております。 

それから中学校では、夜間  午後８時、午後

９時あたりにコンビニエンスストアでトラブ
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ル  万引きなど  があると、これまでは教員

がそこへ行って、指導して、謝罪してという

ような形をとっておりましたが、これに関し

ては警察や児童相談所など関係機関が主に行

うということで、教員がやるべきこととそれ

以外のことということで仕分けは徐々に進ん

でいるところです。 

久保委員   ですので、それをもう少し文面に整理して、

表にでもしていただければと思います。 

あともう１つは、先ほど芝園小学校のコーキ

ングの話が分科会でありましたが、一般住宅

でも１０年ぐらいたつとコーキングの作業が

出てくることになると思います。  

富山市は公共施設のマネジメントも行ってい

て、計画的な維持管理をしていきましょうと

しております。何か特別な事情があって今回

のコーキング等の更新が発生したわけではな

いので、１０年後に同様の工事が発生するこ

とも十分予想されると思います。  

古くなった施設を使っている学校もあります

から、更新費用であったり修繕費用というも

のをもう一度しっかりと見直して、補正予算

を組まずに対応していけるように計画的にや

っていっていただきたいと思いますが、その

点について教育委員会の所見をお伺いしたい
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と思います。 

学校施設課長 今回の芝園小学校につきましても、本来は来

年度の当初予算で計上する予定だったものが、

予想よりも早い進行で劣化し、雨漏りが発生

したことから、今回急遽補正予算を出させて

いただいたところです。 

今後も学校の定期点検等を行いながら、修繕

計画を立てて、補正にならないような形での

対応をしていきたいと思っております。 

赤星委員   教員の多忙化の問題ですけれども、私も最近、

市内の中学校で先生をしていらっしゃる方の

御家族からお話を聞きました。奥さんの話で

は、旦那さんが  多分４０歳前後ではないか

と思うのですが  先生で、いつも帰ってこら

れるのは夜遅くて、それでも朝６時には出て

いくと。夫婦共働きなので、お互いスマホで

どこにいるかわかるようなアプリを入れてい

るのだけれども、ある日の夜、旦那さんの位

置情報がコンビニの前でとまったまま動かな

くなったので心配して行ってみたら、疲れ果

てて車の中で寝ていたということがあったそ

うです。 

大変深刻だというふうにおっしゃっていまし

て、奥さんとしては、残業が何時間だったか
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というのはその時点ではつけておられなかっ

たのですけれども、これからつけてみますと

おっしゃったのですが、日ごろそういったよ

うに疲れ果てているにもかかわらず、部活な

どでは土日に試合のために先生が車で子ども

たちを乗せていかなければいけないと。それ

も大丈夫かと大変心配しているのだというお

話もされました。  

一方で、旦那さん御本人は、つらいけれども

学校ではこういうことをなかなか言えないと

いうふうにおっしゃっているということも聞

いたのです。 

ですので、労働時間の把握はもちろんですけ

れども、そういった先生方の過酷な働き方の

リアルな実態を私たちにもよくわかるように、

もうちょっとつかんでいただいて  つかんで

おられるかもしれませんけれども  御家族か

らのお話を聞くとか、そういったことでもっ

とリアルにつかめないものかなと思ったので

すけれども、いかがでしょうか。  

学校教育課長 富山市教育委員会では、ＩＣカードによる出

退勤システムで超過勤務時間を把握しており

ます。もちろん校長は職員の勤務時間も把握

しております。  

前年度と比べると、小学校で５時間、中学校
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で３時間と、徐々に月ごとの超過勤務時間は、

ほとんどの月で改善しております。 

ただ、依然として月４５時間をオーバーする

教員も少なくありません。  

その際には、各校長は教職員を呼んで働き方

について話し合い、校務分掌の見直し、学校

行事の見直し等を今進めているところです。  

以上です。 

赤星委員   引き続き努力をお願いしたいと思っておりま

す。  

学校給食の食器についてなのですけれども、

富山市で使っているシリーズ 学校を視察し

たときに、経年劣化によって御飯のお茶わん

の角がぎざぎざになっているものなどを目に

しました。 

学校保健課では、一、二年前から検討してい

るというふうに答弁いただいていたのですけ

れども、現在の検討状況についてお聞かせく

ださい。 

学校保健課長 食器については、安全なものか、割れないの

か、耐熱性があるのか、重さはどうなのか、

作業はしやすいのか、価格はどうなのかとい

うことなどを、情報収集して比較検討してお

ります。 
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現時点でなのですけれども、比較しまして、

総合的に判断したところ、今の食器が問題が

あるという状況には至っておりません。だめ

だという結論には達しておりませんし、当面

の間は現状のものを使わせていただきたいと

いうことを考えております。 

村石委員   具体的に学校名も言いますけれども、寒江小

学校で耐震化工事をしました。耐震化工事を

しているときは仮の校舎をつくって、仮の校

舎で学習をしました。 

耐震化工事は終わったのですけれども、終わ

って外から見てみると、原状復帰になってい

ないというか、現状がきれいになっていない

というようなことを実際に聞いているのです

けれども、そういうことは把握しておられま

すか。 

学校施設課長 工事の完成写真等も確認しておりますが、今

回の寒江小学校の耐震工事につきましては、

Ｉｓ値を上げるためにブレースを入れるとい

う工事になっております。  

工事の範囲といたしましては、ブレースを入

れるために外壁を壊して、ブレースを入れた

ところを復旧するということで、部分的に外

壁はさわりますけれども、ブレースを入れな
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い部分につきましては工事範囲には入ってお

りません。 

委員がおっしゃるのは、ブレースの入ってい

ない、もともと工事範囲でない部分の外壁も

一緒にきれいにしたらどうかということだと

思うのですけれども、外壁を全てきれいにす

るというものではなく、あくまでも耐震補強

をする工事でありますので、工事範囲外のと

ころは天井などが前の状態で、ブレースを入

れるために壊した部分は、復旧するために新

しい  新しいといいますか、もとに戻すため

の工事をしておりますので、その部分で差異

は出ますが、基本的に安全上は問題ないとい

うふうに考えております。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会教育委員会所管分を

終了いたします。  

午後  ２時１８分休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ２時２９分再開  

委員長    これより、総務文教委員会財務部所管分に入

ります。 
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報告案件として提出されている  

報告第４２号 専決処分報告の件（損害賠償

請求に係る和解の件）中、専決第３５号 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

管財課長   〔議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

次に、財務部所管分で、ただいまの報告以外

に何か質問はありませんか。 

村石委員   今、各部局が次年度の予算要求をされている

と思うのですけれども、状況がいろいろ変わ

ってきていることとして、消費税率が１０％

に引き上げられたこと、あるいは同一価値労

働同一賃金のガイドラインで、パート職員に

も一時金が支給されること、あるいは最低賃
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金も改善されていることなど、社会的な状況

が違ってきていると思うのですけれども、こ

のような社会的状況が変化していることを、

令和２年度の予算要求で考慮することは各所

属に指示されているのでしょうか。 

財務部長   今ほどおっしゃいました消費税率が１０％に

上がったこと、また、例えば会計年度任用職

員等につきましては、きちっと見込むように

ということで各部局へは言っております。 

その上で予算要求をしていただいております。 

村石委員   市役所の組織内はそれでわかるのですけれど

も、各職場では１年ごとの業務委託のための

予算を出す、あるいは指定管理者向けの負担

金を出す、あるいは学校給食は市の事業です

けれども、学校給食についても委託費を見て

いるわけですよね。 

そういう外部の事業者に対しても、こういう

ようなことを考慮して予算を考えるべきでは

ないかなと思うのですけれども。  

財政課長   予算編成方針の中に  今部長が申しましたよ

うに  会計年度任用職員の報酬ですとか、市

が支出する消費税の増額分はきちんと要求し

てくるようにという形で記載しております。  
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外部になりますと、委託料で払う分において、

消費税につきましては、それは市が払う分な

ので、要求してくるようにという形で編成方

針に載せてはおりますが、あとは外部のほう

でどういう形で賃金を考えられるのか、そし

て委託料の中でどういう積算がされるのかと

いうものは、各担当課においてきちんと精査

して要求が上がってくるものだというふうに

私どもは思っておりますので、そういったも

のを精査しながら、予算編成を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

村石委員   今の財政課長の説明によると、民間の各事業

所について、いわゆる最低賃金が上がったこ

とや、同一労働同一賃金のガイドラインなど、

そういうものは各事業所のほうで考えるべき

だというように聞こえて  それは契約すると

きに市ともすり合わせをするというか、その

ような考え方でよろしいのでしょうか。 

財政課長   その形だと私は考えております。 

委託料の積算の中で人件費分をどういうふう

に積算するかということは、その事業者の方

の考え方、そしてそれに基づく見積書に基づ

いて、各担当部局がどのような契約をしてい

くのかの方向性を決めることだというふうに
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考えておりますので、それが各部局の予算要

求に反映されたもので財務部は預かるという

形になるというふうに思っております。 

村石委員   ちょっと細かくなりますけれども、今課長が

言われているのは随意契約での話のように聞

こえるのですね。  

一般的には競争入札のときの予定価格とか、

そういうことに関してはこのような社会的な

情勢の変化というのは考慮しなくていいので

しょうかという質問です。  

財政課長   例えば、国で決まっている単価等がございま

すよね。そういうような単価で積算する場合

は、そういうものに基づいた積算になると思

いますし、もしそういう法定で決まっていな

い単価があれば、市が積算するに当たっても、

それは例えばどこかの会社からの見積もりを

幾つかとって積算するということになります

ので、それはそういう考え方のもとで市と事

業者の考え方 そういうものを考えての積算

になるのではないかなというふうに思います。 

横野委員   今の関連になるかもしれませんが、何を言い

たいのかというと、派遣委託、委託の発注を

している分野があるのです。そういったとこ
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ろについて、今、例えば公務員は会計年度任

用職員を上積みする単価とか、あるいは発注

するときに、最低賃金は当然クリアした上で

発注すると思うのですけれども、そういった

発注をするときに、例えば、落札予定価格を

どの程度に設定するか判断するときに、最低

賃金を下回らないような  要するに、民間の

派遣業者が結果的に赤字になるような形で  

最後は入札なのだけれども  そのあたりのこ

とを発注者側でも加味して発注をしてほしい

という要望もあるのですね。 

そのあたりはプラスアルファで考えていくべ

きなのか、そのあたりの発注するときの基準

について、どのような考え方でいるのか教え

てください。 

財務部長   今、横野委員がおっしゃいましたとおり、も

ちろん民間のほう  話を少し戻しますと、予

算要求をしていただくときには、基本的には

民間の企業に見積もりをもらいながら、担当

課はそれをベースに要求してきています。ま

ず、そういうことが１つあるとお考えいただ

きたいと思います。 

それを今度は執行していくとき  予算はつい

た、あとは今度はどう執行していくかという

話になると思っています。実際の話は。 
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もちろん、最低賃金等は意識しながら担当課

では発注しているものと私どもは考えており

ます。これで答えになっているかどうか  そ

れ以上のことを財務部として言えるのかどう

かという話なのでしょうが、私どもはそのよ

うになっていると思っております。 

横野委員   本当はセクションごとに聞きたいくらいなの

だけれども  委託業務の発注の仕方について、

それぞれのセクションで、要するに富山市内

の民間業者を圧迫するような発注方法はなる

べく控えてほしいというような思いでいるの

です。 

ただ、それは入札ですからと言われると、そ

れ以上は私も言えません。  

ただ、発注する側とすればそういったことも

加味してほしいというような思いで言ってい

るので、その辺をまたお願いいたします。 

久保委員   先日、農林水産省に行ってヒアリングをして

きました。その中で何があったのかといいま

すと、浄化槽を通して農業用排水路に生活排

水を排水をするときに、分担金を取っている

ケースがあったと。 

そこの管理者が個人に請求をしたら、あなた

たちに何でそんなことを請求する権利がある
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のかと裁判になって、最終的に払う必要はな

いというふうな判決が最高裁で出たことで、

少しどういう状況なのかというのを聞いてき

ました。 

その判例の内容自体は何が問題だったのかと

いうと、しっかりとした書面で誰が維持管理

をしているのか  生産組合だったか土地改良

区だったか  それが明確でないから、そこに

支払う義務はないというような、要は請求す

る権利がないというような判決だったそうで

す。  

当然、富山市内の法定外公共物は管財課で管

理をされていまして、今なお生産組合が形骸

化したり、管理者が不在になってきていると

ころがどんどんと増えてきています。  

事故があったり補修をしたり、あと、そうい

った権利関係が出てきたときに、その権利が

どこにあるのかということが不明確になって

くると、今後市政を運営していく上でも大変

な負担が皆さんにかかってくる可能性があり

ますので、これは従前から何度か指摘はして

いるのですが、そういった権利関係について

整理をしていくことの方向性について、部長

の御所見を改めてお伺いしたいと思うのです

がいかがでしょうか。 
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財務部長   法定外公共物のお話だったと思っております。  

今、例に出された排水の話ですね。私も、自

宅は土地改良区に加入していますので、そう

いうものはわかりますが、そういう部分で管

理者が不明だからというお話だというふうに

理解いたしました。そういう場合は払う必要

がないという判決があったということなので

すね。 

私どもも法定外公共物につきましては富山市

の名義ということで  ただ、維持管理につい

ては基本的に身近な方たちにお願いしていっ

ているところであります。数がとても多いも

のですから  そういう部分もありまして維持

管理をお願いしていっています。  

それについて、今委員がおっしゃったのは  

最後のほうがよくわからなかったのですが  

しっかりと管理していってほしいということ

なのかなというふうに理解していたのですが。 

この部分、私どももできる限りのことはして

いきたいとは思っております。  

久保委員   適正な管理者でないと  書面上であったり、

要は契約をしていない限り、管理者でない者

が受益者に請求をかけることはできないと。

要するに土地改良区が従前ずっと管理をして

いたのですけれども、書面をひっくり返して
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も管理者たる契約みたいなものが見当たらな

かったと。 

結局、誰の持ち物かわからないのに、受益者

に対して組合だったり土地改良区みたいなと

ころが住民に請求をかけると、何を根拠に請

求をかけるのかと。要は自分の所有、所管し

ているものではないというような訴えが通っ

たということになっていますので、今言われ

たように、まずは管理者が誰なのか、市とし

てその管理を誰にお願いをしているのか。 

底地は市ですが、上の構造物は市のものでは

ありませんというような回答もよく聞くこと

がありますので、そういったところはきれい

に整理をしていっていただいて、管財課で持

つものは何なのか、雨水排水のものであれば

建設部であったり上下水道局に早く移管をし

て、市民にわかりやすい形で整理をどんどん

していっていただきたいというお願いでした

ので、思いは伝わって……。 

財務部長   失礼しました。わかりました。  

私どもも、本当はきちんと、どこがどう見た

ら一番スムーズに管理がいくかということを

考えなければいけないと思っております。 

そういう部分に関しては、どこが一番管理者

としてふさわしいかということを、今も実は
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協議させていただいています。  

これにつきましては、まだ調整が整っていま

せん。今は財務部で所管しておりますので、

今、所管していることに対しては、財務部と

してやれるだけのことをしていきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

赤星委員   市庁舎のことについて伺いたいのですけれど

も、先日、身体などに障害をお持ちの皆さん

の団体が市役所ウオッチングをされたという

ふうに聞いています。 

結果についてはまだ詳しくは伺っていないの

ですけれども、私は以前その団体の方から、

例えば市役所内の階段の手すりは、切りかえ

部分の手すりが切れている状況なので、これ

だと服やかばんのベルトなどが引っかかって

危ないとお聞きしております。  

一度、たしか委員会かどこかで要望を言った

ことがあるのですけれども、直すのは難しい

といったお答えだったと思います。しかし、

先日も袖の広い服を着ていましたら、実際に

階段で引っかかって、このことだなと思いま

した。 

ここが危ないとか、バリアフリー化について

要望が寄せられている箇所ですとか、そうい
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ったことは今の段階でありますでしょうか。  

管財課長   障害者の方が先日見ていかれたというのは存

じておりますが、特に具体的な要望などはま

だいただいておりません。  

赤星委員   そのほかにも、今思いつく限りでは、１階の

多目的トイレの中のベッドみたいなものです

とか、子ども用の便座ですとか、随分前に改

善をしていただいたことがあったのですけれ

ども、コンビニの横のところに、外からの出

入り口のドアがありますよね。あれはマジッ

クで「回す」と書いてあって、腕が使えない

人は開けられません。そういうドアがあった

り、バリアフリー化について、もう少し障害

者団体の皆さんとも一緒に点検していただい

て、誰もが使いやすいように改善をしていた

だきたいなと思っているのですけれども、ど

うなのでしょうか。 

管財課長   当然、法令にのっとった形で整備はしていま

すし、あとは、やはりコストもかかる話です

ので、例えば階段にしても、直すとなると数

千万円といった規模の改修になります。そう

なると、コストの面からどうなのかといった

議論もあります。  
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改善できる点については、小さなことであれ

ば順次対処しているという状況です。できる

こととできないことがあるということで、で

きることはやっていくということで対処して

おりますので、その辺を御理解いただければ

と思います。 

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、総務文教委員会財務部所管分を終了

いたします。 

これで、１２月定例会の当委員会に付託され

ました全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和元年１２月定例会の総務

文教委員会を閉会いたします。  
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